
令和７年度 県広報誌「滋賀プラスワン」広告募集要項 

 

１．概 要 

 この要項は、滋賀県知事公室広報課が発行する県広報誌「滋賀プラスワン」に掲載する団

体・企業等の広告を募集するにあたり、必要な事項を定めるものです。 

  

  

２．広告媒体の概要 

 （１）名称：令和７年度県広報誌「滋賀プラスワン」 

 （２）発行：春号（４月１日）夏号（７月１日）秋号（10 月１日）冬号（１月１日） 

       配布方法は、新聞折込（朝日・毎日・読売・産経・中日・京都の６紙）のほ 

       か、県内の郵便局、図書館、銀行、平和堂、イオン、コンビニ、理美容室、 

ＪＲ琵琶湖線、近江鉄道主要駅等にも配置 

 （３）規格：Ａ４判冊子タイプ、フルカラー 

 （４）頁数：１６ページ 

 （５）部数：３４１，０００部／回 

 （６）特徴：６９．８％の県民が「『滋賀プラスワン』を知っている」と回答 

      （令和６年度県政世論調査） 

 

３．広告の規格  

 （１）広告の掲載位置： 

   ①広報誌裏表紙     縦 11.0 cm× 横 18.0 cm の範囲 

   ②広報誌裏表紙   縦 5.0 cm× 横 9.0 cm の範囲 

   ③広報誌中面(P14) 縦 5.0 cm× 横 18.0 cm の範囲 

 （２）広告枠数： 

   ①２枠（分割不可） 

   ②１枠（分割不可） 

   ③１枠（分割可。分割の場合は１枠・縦 5.0cm×横 9.0cm）    

 （３）広告スペース：                                   

       ①、②裏表紙          ③中面･１枠(P14)  ③中面分割･２枠(P14) 

 

 

４．広告掲載料（税込み） 

   ①１枠の価格を５００，０００円（税込み）とします。 

   ②１枠の価格を１２０，０００円（税込み）とします。 

   ③１枠の価格を１００，０００円（税込み）とし、分割の場合は分割した１枠の価格

を５０，０００円（税込み）とします。 

 



５．広告および広告主の要件 

 掲載できる広告および広告主については、「滋賀県広報誌広告掲載事業実施要綱」および 

「滋賀県広報誌広告掲載基準」を参照してください。 

 

６．申込方法等 

 広告の掲載を希望される方は、「県広報誌『滋賀プラスワン』広告掲載申込書」（様式

１）および誓約書（様式２）、広告原稿の案を県広報課へ郵送またはメールで提出してくだ

さい。 

 ※いずれも押印を省略することができますが、押印を省略した場合、本人確認のため、申

込書記載の番号に電話確認を行います。電話番号については、対外に公表している電話

番号を記載してください。 

  

７．広告掲載の可否の決定 

 （１）申込みのあった団体・企業および広告内容の適格性について、「滋賀県広報誌広告 

掲載事業実施要綱」ならびに「滋賀県広報誌広告掲載基準」に基づき審査します。 

 （２）県広報誌「滋賀プラスワン」広告募集要項で定める広告募集期間内において、先着

日に申し込んだ者で広告内容等が適当であると認められる者を広告主として決定しま

す。 

なお、同日に掲載枠を超えて申込みが到着した場合、県内に主たる事業所・営業

所・店舗等を有する者を優先することとし、それでも掲載枠を超える場合は抽選を行

います。 

 

８．申込者への通知 

 広告掲載の可否は、申込者全員に通知します。 

 

９．広告原稿の入稿 

 広告原稿は、あらかじめ県広報課と協議のうえ、別に示す期日までに完全版下データを県

広報課へ納品してください。 

 

10．広告掲載料の請求等 

 広告掲載後、県広報課は速やかにその実績を広告主へ報告します。広告主は、県広報課が

定める期限までに広告掲載料をお支払いください。 

 

11．申込み・問合せ先 

   滋賀県知事公室広報課 

   〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号 

   電話 ０７７－５２８－３０４２ E-mail koho@pref.shiga.lg.jp 

 

【別記】年間のスケジュール 

広報誌 

発行号 

広告募集期間 

（最終日の午後５時必着） 

原稿（版下データ） 

入稿期限 

春号 ２月４日（火）～  ３月７日（金） ３月 10 日（月） 

夏号 ２月４日（火）～  ６月９日（月） ６月 10 日（火） 

秋号 ２月４日（火）～  ９月２日（火） ９月３日（水） 

冬号 ２月４日（火）～  12 月４日（木） 12 月５日（金） 

※ 募集期間内に、申込みの先着日順に掲載の可否を決定します。 


